
規制改革提案の受付・対応状況 

番号 受付日 提案事項名 提案の内容 状況 対応方針 

1 H29.4.27 鳥取県所有建築物維持管理
指針の策定及び清掃・設備
管理業務等役務調達におけ
る総合評価型入札制度の導
入 

①公共工事の品質確保の推進に関する法律第 3条第 6項（建
築物維持管理分野）に基づく鳥取県所有建築物維持管理指
針を策定してはどうか。 
②指針保全のための清掃業務及び設備管理業務等役務調達
における総合評価型入札制度を導入してはどうか。 

【提案に至った理由】 
入札参加資格格付実施のない状況下における適格業者判
定入り口論 

①対応済み 
②その他（周
辺環境の変
化に応じ対
応を検討） 

①本県では法の趣旨を踏まえた維持管理の方針を含む「鳥取県県有
施設中長期保全計画」を平成 29 年 2 月に策定しています。今後発
注する清掃・設備管理業務の「業務仕様」には、この計画に関連す
る業務である旨を明記し、広く周知していきます。 
②清掃・設備管理業務の品質確保については、国家資格者の配置や
同種の業務の実績を条件とする「制限付一般競争入札」を実施して
おり、総合評価方式入札制度の導入は、現状では不要と考えていま
す。総合評価方式の入札制度は入札参加資格の審査及び入札時に必
要な書類が多く、入札参加者に多大な労力と時間を強いることにな
るため、返って入札を制限することになり、また現行の電子入札制
度に多大な改修費用が必要となります。 
今後、建築物の維持管理の品質向上のために新たに導入すべき要

件等が確認された場合には、適宜入札参加資格要件等を見直してい
きます。 
 

2 H29.4.27 鳥取県会計規則第 129 条に
定める最低制限価格設定領
域の改定 

鳥取県会計規則第 129 条に基づく建物管理業における最
低制限価格設定領域（予定価格の 3分の 2～10分の 8）を引
き上げ、並びにそれに伴う施設管理調達最低制限価格制度
を改定する。 

【提案に至った理由】 
予定価格は概ね設計予算そのものであり、設計予算は国土
交通省建築保全業務労務単価基準のはずである。慢性的人
手不足が深刻化する業態の中にあって労務費がほとんどの
部分を占める清掃業務等は、この領域での設定で最低賃金
を守ることさえ容易ではない。 
 

その他（周辺
環境の変化
に応じ対応
を検討） 

現状では平成 28年度及び平成 29年度の清掃業務委託（予定価格
500 万円以上）に係る落札率（落札額/予定価格）の平均は約 90％
となっており、落札額の多くは最低制限価格設定領域の上限（10
分の 8）より 10％以上高い落札率となっています。このため上限を
引き上げてもほとんど影響がないことから、最低制限価格の設定範
囲は現状のとおりとします。 
ただし、今後落札率の推移を長期的に注視しながら、実態と乖離

する状態になれば再検討を行うこととします。 

3 H29.4.28 イベント時の看板設置等に
係る道路占用申請の簡素化 

道路占用申請の手続きが煩雑であり、添付図面が多すぎ
るため見直しを行っていただきたい。 

【提案に至った理由】 
・手続きが煩雑。添付すべき図面（設置場所の写真、デザ
イン、地図、道路図など）が多すぎる。同じものを３部も
出す必要があり、コピー代や手間もばかにならない。 
・電柱や植栽への設置はダメ、なるべく道路ではなく民地
に設置せよと言われるが、民地の所有者を調べて交渉する
のはとてつもない労力。 
・街中には申請せずに勝手に看板をとりつけていると思わ
れる例も多い。「正直者が馬鹿をみる」状況の改善を。 
・資料がそろっていないと指摘される。許可が出た際は郵
送してくれないので、わざわざ取りに行く必要があり手間。 
 

継続検討 イベント時の看板設置等に係る道路占用申請については、従来か
ら添付書類を安全確認上必要な最小限の図面等（設置位置の分かる
もの、寸法・構造等の分かるもの）のみとして手続きを簡素化して
いるところですが、今後も添付図面等についてさらに省略すること
ができないか検討していきます。 
また、例えば会館葬の葬儀看板については、同一の場所に同一構

造の物件を同一の設置方法で断続的に相当の日数に渡って占用す
る物件であることから、その都度占用許可の対象とするのではな
く、一定の期間を通じた占用許可（一括占用許可）としているとこ
ろであり、今後も個別の申請内容に応じた手続きの簡素化と柔軟な
対応に努めることとします。 
なお、本県では従来から提出部数は 2部（審査用１部、警察協議

用 1部）とし、許可証の受け渡しは窓口交付又は郵送のどちらでも
対応しています。 
また、許可を得ていない不法占用物件については、道路管理パト

ロールを実施する中で発見した際に撤去及び適正な許可申請手続
きを要請するなどの措置を講じているところであり、今後も引き続
き不法占用の取り締まりを含め、道路が常時良好な状態に保たれる
よう管理に取り組みます。 

 

4 H29.4.28 自然公園法に基づく工作物
設置許可申請の簡素化 

国立公園の特別地域内での工作物設置許可申請の手続や
添付書類の簡素化を行っていただきたい。 

【提案に至った理由】 
 自然公園法で保護区域に指定されている場所でイベント
を開く際、仮設テントを設置するだけでも工作物設置許可
が必要。テントの添付図面も義務づけられており、煩雑。 

対応済み  国立公園の特別地域内におけるイベントについては、イベントと
自然景観の双方が共存できるよう、自然景観への影響が最小限とな
るよう設けた基準に基づき許可の判断を行う上で、仮設物の大き
さ・色彩等は重要な判断基準となることから、図面の添付をお願い
しているものです。 
国の取扱い要領では、平面図・立面図・断面図・構造図及び意匠

配色図を添付することとなっていますが、事務委任を受けている本
県では、仮設テントであれば図面の代わりにカタログ写真や実物の
写真でも可とするなど、県独自の添付書類の簡素化を行っていると
ころであり、既に提案のご趣旨に沿った運用を行っています。 
ただし、この取扱いが県民や事業者のかたに周知できていないこ

とから、具体的な許可事例を示し、各生活環境事務所で周知を行っ
ていきます。 

 

5 H29.4.28 とっとり住まいる支援事業
補助金の申請書類等の見直
し 

とっとり住まいる支援事業補助金について、一般県民が
申請しやすいよう、書類の様式や方法を改めていただきた
い。 

【提案に至った理由】 
 数年前に木の住まい助成制度（現「とっとり住まいる支
援制度」）を個人で申請した際、非常に煩雑な手続きであり、
森林組合へ県産材の証明書をもらいに行き、書類には建築
関係の専門的な数字も書く必要があった。 
 多くは建築会社が申請してくれるが、場合によっては個
人が申請するケースもある。制度自体はあくまで個人を対
象としたものであるので、一般県民が申請しやすいよう書
類の様式や方法を改めてはどうか。 
 

見直し  とっとり住まいる支援事業補助金の提出書類については、補助事
業の適正化を実現した上で必要最小限のものとなるよう、これまで
も書類の簡素化や申請手引きの作成・公開、申請様式への説明記載
など、申請しやすい環境づくりに取り組んできたところです。 
 今後も補助事業の適正確保を念頭に置きつつ、県産材使用明細の
様式の見直し等、より一層簡素化が実現できるよう検討していきま
す。また、申請書の記入例をホームページに添付し、申請者が記入
しやすいようにします。 

6 H29.4.28 申請関係手続き全般に係る
記入見本の添付 

県民にとって分かりやすく申請ができるよう、とりネッ
トで申請書がダウンロードできるものについては、記入見
本も添付していただきたい。 

【提案に至った理由】 
 とりネットでダウンロードできる書類も多いが、記入見
本が欲しい。窓口で記入の仕方が違うと指摘され、手戻り
になることもあり、職員にとっても何度も同じ人に来られ
るのは無駄な時間になるのではないか。県民にとって分か
りやすく申請ができるようにしてほしい。 
 

見直し  現在とりネットホームページ上でダウンロードを可能、また今後
可能とする申請書について、記入例が添付されていないものは併せ
て添付するよう、庁内各所属に対して周知徹底します。 
 併せて、住民サービスの一層の利便性向上を図るため、申請や届
出を電子的に受け付ける電子申請サービスも積極的に活用してい
くこととします。 

7 H29.5. 8 自然保護ボランティア制度
に係る登録更新方法及び催
し物の情報提供方法の見直
し 

①ボランティアの任期は 2 年だが、更新のたびに登録手続
きが必要。継続の場合はメール等の意思確認のみとし、再
度の登録申込みは不要とすべき。 
②催し物の情報は各事務所ごとに郵送されてくるが、発信
方法を見直すべき。ホームページに一括して情報掲載し、
更新したらメールで案内すればよい。（紙でなければならな
い人のみ郵送） 
 

①対応済み 
②継続検討 

①更新の意思確認については文書をお送りしていますが、更新希望
の場合はメールや電話等による回答も可能としており、登録内容に
変更がある場合を除き、再度の登録申込みは不要としています。 
②年度当初に発出するボランティアイベントの年間スケジュール
については、文書で全員にお送りすると共に県のホームページへ掲
載しています。また一部の事務所では、メールアドレスを登録され
ている方に対し、イベント等の更新情報をメールで提供しています
ので、他の事務所においてもメールでの提供を検討していきます。 
 

8 H29.5. 8 公共施設管理サポーター制
度について 

①サポーターは情報交換等のための連絡会へ出席すること
が規定されているが、交通費も出ず、遠方の者もいるので
やめるべき。 
②サポーターは毎月報告書を提出することとされている
が、2ヶ月分まとめて提出してもよいのではないか。 

①見直し 
②現状維持 

①今後連絡会を開催する場合は、公共施設管理サポーターに参加し
ていただきやすくするため、交通費を支給することとします。 
②活動報告については、報告内容を問わず、定期的に報告いただく
ことが必要と考えていますので、提出を 2月に 1度とすることはで
きません。異常がないことを報告していただくことも重要なことで
あると考えています。 
 



規制改革提案の受付・対応状況 

番号 受付日 提案事項名 提案の内容 状況 対応方針 

9 H29.5.22 道路占用許可に係る許可済
証（ステッカー）の採用 

道路パトロールの際、一目で道路占用許可済みであること
が分かるようなシール等があれば便利なのではないか。 

現状維持  道路占用許可済証（ステッカー）については、採用している道路
管理者もありますが、鳥取県については次の理由から採用は見送り
たいと考えています。 

・貼付けの義務を課すことは、手数料が高くなるため、占用者
の負担の増加につながること。 

・地上に設置される看板の一部等には有効と思われるが、埋設・
架空といった設置の様態や、建物その他の工作物・線類とい
った物件の形態によっては、ステッカーの貼り付けに適さな
いもの、また貼り付けたとしても視認困難なものがあること。 

引き続き、道路パトロール中に通行の支障となる恐れがある物
件を発見したときは、申請書や台帳を確認し、占用者に必要な措
置を求めることとします。 
 

10 H29.5.22 道路占用料の減免に係る市
町村推薦状の取扱い 

地域活性化に資するイベントについては、地域住民の同意
及び市町村の推薦があれば道路占用料が減免される制度が
ある。毎年開催するイベントの場合、一度市町村の推薦を
得れば次年度以降は省略できないか。 
 

見直し  市町村の推薦を受けたイベント事業であることが確認出来る場
合は、次年度以降、毎年市町村の推薦状を取得し提出することは必
要としない方向で検討します。 

11 H29.5.22 収入証紙によらない納付方
法 

申請書に貼付を求められる県の収入証紙は、簡単に手に入
らず不便。収入証紙でなくてもよいやり方を考えて欲しい。 
 

対応済み 
見直し 

 納付手続に関しては、県民の皆さんの利便性を高めるため、既に
以下の取組を行っています。 
 ・申請窓口に収入証紙販売所が隣接されていない場合は、平成

26 年度から一部の窓口で現金納付も可能としました。なお高
校入試の入学者選抜手数料（受験料）については、平成 27 年
度入試から現金による納付を可能としており、改めて県教育委
員会から中学校を通じて周知します。 

 ・とっとり Webマップ中に鳥取県収入証紙を扱う販売所マップを
作成し、販売所の住所及び名称を県民の皆さんへ広く周知して
いるところであり、今後も取組を継続します。 

 平成 30 年度からは、知事に申請する許認可について、クレジッ
トカードによる電子収納（「とっとり電子申請サービス」によるワ
ンストップサービスの提供）が可能となるよう作業を進めていま
す。また、他機関も含め、現在収入証紙による収納を行っている申
請等についても、電子収納を含め、他の収入方法が考えられないか
点検します。 
 

12 H29.5.22 農家民宿等における自動火
災報知設備設置に係る規制
緩和 

旅館営業、簡易宿所、農家民宿等の営業許可の際に自動火
災報知設備の設置が求められることになり、10～20 万円と
高額なためハードルが高い。客室面積 50㎡以内は対象外だ
が、昔ながらの家は大きいため対象になる。規制緩和を検
討してほしい。 

対応不可  自動火災報知設備は、宿泊者の命を守るために必要な設備である
ことから、規制緩和は実施しません。 
 ただし、本県ならではの旅の魅力を国内外からのお客様に感じて
もらうことができる特徴のある宿泊スタイルづくり（民泊・古民家
等の活用）を推進するため、住宅の一部を活用して鳥取県らしさを
堪能する宿泊体験サービスを提供する宿泊事業者等に対する補助
金の支援メニューとして、自動火災報知設備又は特定小規模施設用
自動火災報知設備の購入等に係る経費を補助することとしました。 
 

13 H29.6. 2 鳥獣捕獲ワナの規制改革 免許又は講習を受けて、イノシシや鳥等の捕獲が許可され
るが、鳥獣被害を減らすにはワナの使用規制をもっと緩和
するべき。例えばいくつかのワナを県が提示し、そのどれ
かを選択して使用者の住所・氏名・使用場所等を県に届け
出ることで、多くの一般農家等の人が捕獲可能となる。 
 

対応済み 有害鳥獣のワナ捕獲については、ワナによる人身事故等の危険防
止や希少な鳥獣の誤捕獲の防止等のため、許可対象者は技術・知識
を有する狩猟免許所持者とされてきました。しかし、農林業被害の
増大や狩猟者の減少・高齢化を背景として、農業者も含め地域で一
体となった有害鳥獣捕獲を推進するため、平成 23 年の基本指針改
正において、銃器の使用以外の場合には、狩猟免許を受けていない
方も一定の条件のもとで捕獲許可の対象者とする規制緩和が既に
なされています。 
なお、この場合に使用する猟具は、箱ワナ及び囲いワナを基本と

していますが、地域の合意形成が図られ、鳥獣の保護及び住民の安
全性が確保される場合には、危険猟法は除き、他の猟具も認めるこ
ととされています。 

 

14 H29.6. 8 県管理の道路、河川、砂防
河川、公共海岸、港湾施設
等の占用・使用許可更新手
続きに係る添付書類の省略 

県管理の道路、河川、砂防河川、公共海岸、港湾施設等に
下水道施設を設置するにあたり、占用・使用許可を受けて
いるが、それらの許可期間は 5年又は 10年以内となってい
るため、継続して設置する場合には許可更新の手続きを行
っている。更新手続きの際に貼付書類として、現行許可証
の写し、位置図、平面図、構造図、現況写真等を求められ
るが、占用・使用状況の変更がなく許可期間のみの更新の
場合は、上記添付書類の提出を不要として欲しい。 
 

継続検討  更新申請時の添付書類については既に簡素化を行っていますが、
各事務所ごとに若干の程度の違いがあるため、添付書類は基本的に
次に掲げるもののみに統一するよう検討します。（その他の書類に
ついては必要に応じて提出いただきます。） 
 ①位置図 
 ②前回許可証の写し 
 ③占用物件の安全確認書 
 ④現況写真（地下埋設物については、埋設場所の地上部分の現況

写真） 
 なお、現在は円滑に更新物件及び許可状況を確認し、速やかに申
請受理するために添付を依頼していますが、今後電子申請の推進等
により、①②の添付書類を不要とすること、また申請書の備考欄に
安全確認状況を記載することで③の添付書類を省略する等、柔軟に
対応していきます。 
 

15 H29.6.13 太陽光発電の売電価格の固
定 

住宅の屋根に設置した太陽光発電の売電価格：35円/kwhを
下げないようにして欲しい。自然エネルギーの普及拡大を
図るため、電力会社の購入価格を 35円以上に固定して欲し
い。 
 

現状維持  固定価格買取制度において、住宅用太陽光発電の導入を推進して
いく上で適当な調達価格及び調達期間が決定されているため、国へ
の制度改正の要望等は行いません。 
 住宅用太陽光発電設備（10kwh未満）に係る固定価格買取制度は、
システム費用の価格下落傾向や過剰な流通構造の是正によるコス
ト削減等に起因する調達価格の下落を反映する仕組みとなってお
り、妥当であると考えられます。 
 なお、現在決定している住宅用太陽光発電（10kwh未満）の調達
期間は 10年間、H29年度以降の調達価格は、H29：30円/kwh、H30：
28円/kwh、H31：26円/kwh（いずれも出力制御対応機器設置義務有
りの価格）となっています。 
 

 


